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小谷村営水道条例 
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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という。）

及び地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基づき、小谷村営水道の

設置及びその管理について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
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（１） 村営水道 村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適す

る水として、供給する施設の総体をいう。 

（２） 給水装置 需要者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管

から分岐して設けた給水管及び直結する給水用具をいう。 

（３） 共用給水装置 ２以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給

水装置をいう。 

（４） 配水管 必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して需要者に供給

するため施設した水道管（制水弁その他の附属用具を含み、給水装置に

属するものを除く。）をいう。 

（水道の設置） 

第３条 需要者に水を供給するため小谷村営水道を設置する。 

（名称、系統及び給水区域） 

第４条 小谷村営水道の名称、系統及び給水区域は、別表第１のとおりとす

る。 

第２章 給水装置の工事、費用の負担区分等 

（給水装置の新設等の申込み） 

第５条 給水装置の新設、改造又は撤去（以下「新設等」という。）をしよ

うとする者は、村長に申し込まなければならない。 

２ 前項の規定により、給水装置の新設等の申込みをした者（以下「申込人」

という。）に対し、利害関係の者は、同意を証する書類の提出を求めるこ

とができる。 

（給水装置の工事） 

第６条 給水装置の新設等の設計又は工事は、村長又は村長が水道法第16条

の２第１項の指定をした者（以下「指定給水工事事業者」という。）が行

うものとする。 

２ 前項の規定による指定給水工事事業者が給水工事を施工する場合は、あ

らかじめ村長の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事

しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に
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関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。 

４ 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、

給水装置の構造を水道法施行令（昭和32年政令第336号。以下「政令」とい

う。）第５条に定める基準に適合させなければならない。 

５ 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、

政令第５条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。 

（工事費の負担区分） 

第７条 給水装置の新設に要する工事費のうち量水器及び量水器きょうは、

村の負担とし、所有その他の費用（以下「費用」という。）は、申込人の

負担とする。 

２ 村長は、第５条第１項の規定による申込みを受けた場合において、当該

申込みに係る給水装置の新設等のため、村の布設計画に基づかない配水管

を新設する必要が生じたときは、当該配水管の新設に要する工事費につい

て当該配水管を新設しないで、当該給水装置の新設等をした場合に要する

工事費の額と、当該配水管を新設して当該給水装置の新設等をした場合に

要する工事費の額との差額の限度内において村長が定める額を申込人の負

担とする。 

３ 村長は、第５条第１項の規定による申込みを受けた場合において、前項

の規定により工事費の一部を他の申込人の負担として新設した配水管を使

用して給水する必要が生じたときは、当該配水管の新設に要した工事費の

うち既に当該他の申込人が負担した額（この項の規定により、既に申込人

が負担した額がある場合においては、当該額を含む。）以外の額の範囲内

において、当該他の申込人が負担した額との権衡を考慮して村長が定める

額を申込人の負担とするものとする。 

（費用の算出方法） 

第８条 前条に規定する費用は、次に掲げるものの合計額とする。 

（１） 材料費 

（２） 運搬費 

（３） 労力費 
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（４） 道路復旧費 

（５） 事務費 

（６） その他村長が特に必要があると認める費用 

２ 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。 

（費用の予納） 

第９条 申込人は、当該給水装置費用の概算額（第７条第２項又は同条第３

項の規定により配水管の工事費を負担する場合にあっては、当該負担額の

概算額（第７条第３項の規定により負担する場合にあっては、負担する額

とする。）を含む。）を予納しなければならない。ただし、村長がその必

要がないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により納付した費用の概算額は、工事完成後に精算するもの

とする。 

３ 前２項の規定は、給水装置の新設等の工事を指定給水装置工事事業者が

行う場合における第７条第２項又は同条第３項の規定により申込人が負担

する額について準用する。 

（給水装置の所有権の移転） 

第１０条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、

当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置（量水器及び

量水器きょうを除く。）の所有権を取得するものとする。 

（代理人の選定） 

第１１条 給水装置の所有者で当該給水装置の所在する給水区域に居住しな

いものは、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当

該給水区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を村長に届

け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。 

（給水装置の変更工事等） 

第１２条 村長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置

に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその

代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合に

おいて、当該工事に要する費用は、村が負担する。 
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（費用の額の減免） 

第１３条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装

置の費用の額を減免することができる。 

第３章 給水の申込等 

（給水申込み） 

第１４条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申し込み、

その承諾を得なければならない。 

（管理人の選定） 

第１５条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用

に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者

又は当該共用給水装置所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定

し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、

また同様とする。 

２ 村長は、前項の管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めること

ができる。 

（給水量の制限） 

第１６条 村長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、水圧の調節

をすることにより、給水量の制限をすることができる。この場合において、

村は、緊急やむを得ない場合を除き、当該制限をしようとする日時及び区

域をあらかじめ関係者に周知するものとする。 

２ 前項の規定による給水量の制限をしたため、損害を生ずることがあって

も、村は、その責を負わないものとする。 

（給水装置の管理上の責任等） 

第１７条 第14条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者（以

下「使用者」という。）又は給水装置の所有者若しくはその代理人（以下

「使用者等」という。）は水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を

管理しなければならない。 

２ 使用者は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を村長

に届け出て、その修繕を求めなければならない。 
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３ 第６条から第８条まで及び第13条の規定は、給水装置の修理について準

用する。ただし、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する

道路（以下「道路」という。）に設置した給水装置の修繕で、その原因が

使用者の責に帰すべきもの以外に係る費用は、この限りでない。 

（量水器の保管等） 

第１８条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、村長が選定する。 

２ 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件

を設けてはならない。 

（鍵の貸与等） 

第１９条 村長は、共用給水装置による使用者に鍵を貸与するものとする。 

２ 前項の使用者は、鍵を使用する必要がなくなったときは、直ちに村長に

返還しなければならない。 

（消火栓及び私設消火栓の使用） 

第２０条 法第24条第１項の規定により設置された消火栓（以下「消火栓」

という。）及び消火栓以外の消火栓（以下「私設消火栓」という。）は、

消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。 

２ 消火栓又は私設消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する職

員の立会いを受けなければならない。 

（届出） 

第２１条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、

その旨を村長に届け出なければならない。 

（１） 村営水道の使用を休止（以下「使用休止」という。）しようとす

るとき。 

（２） 用途を変更するとき。 

（３） 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。 

２ 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村

長に届け出なければならない。 

（１） 消火のために水を使用したとき。 

（２） 量水器を亡失し、又は損傷したとき。 
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３ 使用者等又は管理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があった

ときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。 

４ 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有権を取得した者は、取

得した日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。 

第４章 料金及び手数料 

（料金の徴収） 

第２２条 村営水道の料金（以下「料金」という。）は、使用者から徴収す

る。 

２ 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うもの

とする。 

（料金の額） 

第２３条 料金の額は、別表第２により算定した水道使用料と量水器使用料

の合計金額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

２ 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用休止をしたとき、その

月の使用水量が基本水量に満たない場合であってもその料金は、１か月分

とする。 

（料金の額の算定） 

第２４条 村長は、料金算定の基準日としてあらかじめ、村長が定めた日（以

下「定例日」という。）に量水器の点検を行い、その月の属する月分とし

て料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、

定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。 

（使用水量の認定） 

第２５条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になった

ときは、当該使用水量を認定するものとする。 

（１） 量水器に異状があったとき。 

（２） 公共の消防用として使用したとき。 

（３） ２種以上の用途に水道を使用する場合でその使用水量を区分する

必要があると認めたとき。 
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（４） 前２号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。 

（臨時使用の場合の概算料金の予納） 

第２６条 工事その他の理由により一時的に水を使用する者は、第14条の承

諾があったときは、速やかに村長が定める概算料金を予納しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精

算するものとする。 

（料金の徴収方法） 

第２７条 村長は、毎月料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると

認めたときは、３月分をまとめて徴収することができる。 

２ 使用者は、村長の定めるところにより、１年以内の期間に係る概算料金

を予納し、毎月その精算を受けることができる。 

３ 専用の量水器を施設した私設消火栓に係る料金は、使用水量の１立方メ

ートル当たり30円として使用水量により計算して得た額に別表第２に定め

る量水器に対する料金の額を加えた額とする。 

（手数料） 

第２８条 手数料は、次の各号により、申込者から申込みの際、これを徴収

する。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、申込みの後徴収

することができる。 

（１） 第６条第２項の設計審査（材料確認を含む。）を受けるとき １

件につき5,140円 

（２） 第６条第２項のしゅん工検査を受けるとき １件につき5,140円 

（３） 臨時に給水装置を設置するとき １件につき5,140円 

（督促手数料及び延滞金） 

第２９条 督促手数料及び延滞金は、小谷村税外収入金督促手数料及び延滞

金徴収条例（昭和44年条例第６号）を準用する。 

（料金及び手数料の減免） 

第３０条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又

は手数料を減免することができる。 



10/17 

第５章 給水の停止等 

（給水の停止） 

第３１条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理

由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。 

（１） 料金、手数料又は給水装置の費用（修繕費を含む。）を納期限内

に納付しないとき。 

（２） 正当な理由がなく法第17条の規定による給水装置の検査又は第24

条の規定による量水器の点検を拒み、又は妨げたとき。 

（３） 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用してい

る場合で、警告してもこれを改めないとき。 

第３２条 村長は、使用中の給水装置の構造又は材質に水道法施行令（昭和

32年政令第336号）第５条の規定による基準に適合しなくなったときは、使

用者が当該給水装置を基準に適合させるまでの間、当該使用者に対する給

水を停止することができる。 

（給水装置の切断） 

第３３条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、村営水道の管理

上必要があると認めるときは、給水管を切り離すことができる。 

（１） 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、使用者がない

とき。 

（２） 使用休止の状態であって将来使用される見込みがないとき。 

第６章 貯水槽水道 

（貯水槽水道に係る村の責務） 

第３４条 村長は、貯水槽水道（法第14条第２項第５号に規定する貯水槽水

道をいう。以下同じ。）の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽

水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。 

２ 村長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報

の提供を行うものとする。 

（貯水槽水道に係る設置者の責務） 

第３５条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に規定する簡易
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専用水道をいう。）の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管

理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

２ 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に

定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関

する検査を行うように努めなければならない。 

第７章 雑則 

（委任） 

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第３７条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の

過料に処する。 

（１） 第５条又は第６条の規定に違反して給水装置の新設等をした者 

（２） 正当な理由がなく第32条の規定による給水の停止を拒み、又は妨

げた者 

第３８条 村長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免

れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に

相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に

処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

（小谷村水道事業給水条例及び小谷村営水道計量器使用料徴収条例の廃

止） 

２ 小谷村水道事業給水条例（昭和37年小谷村条例第15号）及び小谷村営水

道計量器使用料徴収条例（昭和38年小谷村条例第10号）は、廃止する。 

附 則（昭和40年10月23日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和41年10月１日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行し、栂池水道の水道料金については昭和42
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年４月１日から適用する。 

附 則（昭和42年３月22日条例第８号） 

この条例は、昭和42年４月１日から施行する。 

附 則（昭和43年３月25日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和45年３月25日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条、第９条、第23条

及び第27条の改正規定は、昭和45年４月１日から施行する。 

（経過処置） 

２ 昭和45年４月１日前において受理した給水装置の新設等の申込みに係る

工事の費用の負担分に関しては、改正後の小谷村営水道条例第２章の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（昭和47年３月27日条例第３号） 

この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和48年３月23日条例第10号） 

この条例は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（昭和50年４月23日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、

昭和50年４月１日から適用する。 

附 則（昭和51年12月25日条例第27号） 

この条例は、昭和52年１月１日から施行する。 

附 則（昭和52年４月１日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年12月25日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年９月30日条例第21号） 

この条例は、昭和53年11月１日から施行する。 

附 則（昭和54年３月15日条例第６号） 
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、中土水道においては、給水

開始の日から施行する。 

附 則（昭和55年３月22日条例第12号） 

この条例は、昭和55年４月１日から施行する。ただし、中土水道・坪ノ沢

水道については、給水開始の日から施行する。 

附 則（昭和57年３月18日条例第14号） 

この条例は、昭和57年４月１日から施行する。ただし、下里瀬・千国部落

については、給水開始の日から施行する。 

附 則（昭和59年３月22日条例第６号） 

この条例は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年８月11日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行し、黒倉水道の水道料金については、給水

開始の日から適用する。 

附 則（昭和60年３月16日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、伊折水道の水道料金については、給水

開始の日から適用する。 

附 則（昭和61年３月20日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行し、平間・宮本水道の水道料金については、

給水開始の日から適用する。 

附 則（昭和63年３月16日条例第９号） 

この条例は、昭和63年４月１日から施行する。ただし、日道区域について

は、給水開始の日から適用する。 

附 則（平成元年３月18日条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（料金に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日

前から継続している村営水道の使用で、施行日から平成元年４月30日まで
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の間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、

なお従前の例による。 

附 則（平成３年３月15日条例第14号） 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月25日条例第11号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（料金に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日

前から継続している村営水道の使用で、施行日から平成４年４月30日まで

の間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、

なお従前の例による。 

附 則（平成５年３月25日条例第11号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月23日条例第９号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。ただし、池原水道の水道料

金については、給水開始の日から適用する。 

附 則（平成９年12月26日条例第20号） 

この条例は、平成10年２月１日から施行する。 

附 則（平成10年７月１日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、

平成10年４月１日から適用する。 

附 則（平成12年３月27日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 
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附 則（平成13年６月22日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年３月24日条例第４号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年９月20日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村営水道条例の規定は、

平成17年４月１日から適用する。 

附 則（平成19年12月25日条例第23号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月25日条例第10号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月24日条例第22号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月24日条例第６号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月17日条例第49号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（料金に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の小谷村営水道条例の規定にかかわらず、施行日

前から継続している村営水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受

ける権利が確定される日が令和元年10月31日以前である料金は、なお従前

の例による。 

別表第１（第４条関係） 

名称 系統 給水区域 

小谷村簡

易水道 

月岡・雨中水道 月岡・南雨中・北雨中 

栂池水道 栂池南・栂池北 

下寺水道 下寺 
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若栗・蕨平水道 若栗・蕨平・里見 

中土水道 奉納・曽田・上手村・中通・太田・石原 

番場・下里瀬 

長崎・瑞穂・中谷東・中谷西・松本・神久 

千沢・高地・真木・戸石・田中・大草連 

黒倉・白岩 

坪の沢水道 坪の沢 

千国水道 千国・峰・立屋・馬越 

伊折水道 伊折 

平間・宮本水道 平間・宮本・日道 

川内水道 川内 

梨平水道 梨平 

宮下・千国崎水道 宮の下・千国崎 

池原水道 石坂・池原・池原下 

来馬水道 北野・高車・来馬 

黒川水道 黒川 

別表第２（第23条、第27条関係） 

（月額） 

区分 口径(mm) 

13 20 25 30 40 50 75 

基本

料金 

基本水量 m3 

10 

m3 

15 

m3 

20 

m3 

30 

m3 

40 

m3 

50 

m3 

60 

料金 円 

1,927 

円 

2,954 

円 

3,677 

円 

5,782 

円 

8,674 

円 

11,565 

円 

14,457 

量水器使用料 円 

282 

円 

314 

円 

366 

円 

440 

円 

512 

円 

2,095 

円 

2,409 

従量

料金 

使用量 料金 

基本量を超え 1～30m3 1m3につき 157円 

基本量を超え 31～80m3 1m3につき 189円 
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基本量を超え 81m3 1m3につき 240円 

 


